
国民健康保険料率表（令和 8 年度） 

 

○所得割（世帯の前年度の所得に応じて算出されます。） 

 ・所得割＝（総所得金額－基礎控除 43 万円）×所得割率 

 

○均等割額（世帯の被保険者数により算出されます。） 

 ・均等割＝世帯の被保険者数×1 人あたり均等割額 

 

○平等割額（国民健康保険の加入世帯ごとに算出されます。） 

 ・平等割＝加入世帯（１世帯）×１世帯あたり平等割額 

 

○均等割額と平等割額には、所得に応じて軽減措置があります。 

 

 

※「子ども分」の均等割額には、18 歳以上均等割額が含まれています。 

18 歳未満の子どもについては、「子ども分」の均等割額の全額が軽減されてい

ます。 

 
医 療 分 

（加入者全員） 

後 期 高 齢 者 

支 援 金 分 

（加入者全員） 

介 護 分 

（40～64 歳） 

子 ど も 分 

（加入者全員） 

所 得 割  2.2％ 0.68％ 0.44％ 0.29％ 

均 等 割  35,000 円 13,000 円 15,000 円 1,000 円 

平 等 割  35,000 円 15,000 円 14,000 円 
1,100 円 

（※） 

賦課限度額  670,000 円 260,000 円 170,000 円 30,000 円 


